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2024年度予算変更の件
（第４号議案補足資料）

電力広域的運営推進機関

第１９回通常総会資料
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◼ 2024年度変更予算は498億円で、当初予算と比較し、約348億円増加。
◼ 主な増加要因は、会計整理変更に伴う預り納付金等繰入の計上、課税事業者になったことによる消費
税納付額の計上、再エネに係る資金調達費用の計上によるもの。

1 2024年度収入支出変更予算の概要

（億円）

(注) 計数は、単位未満四捨五入のため合計と一致しない場合がある。

項目
2024年度

変更予算（Ａ）
2024年度

当初予算（Ｂ）
増減

（A）-（B）
増減理由

収入

会費収入 107 107 －

預り納付金等取崩収入 27 10 +17

手数料収入 0 1 ▲0

その他収入 330 － +330 会計整理変更に伴う増

前年度よりの繰越金 33 33 +0

合計 498 150 +348

支出

人件費 27 27 －

固定資産関係費 64 64 －

運営費 56 55 +1 資金調達委託費用

租税公課 13 0 +13 消費税申告に伴う増

支払利息 3 0 +3 資金調達に伴う増

その他（予備費） 4 4 －

小 計 167 150 +17

預り納付金等繰入 330 － +330 会計整理変更に伴う増

合計 498 150 +348



2２ 予算総則の変更（弾力条項の追加）について

◼ 非化石証書売却収入や受取利息収入の増加に伴う預り納付金等繰入の増加時、および課税売上
の増加等に起因した翌年度消費税納付額の増加時にも変更認可を要しないよう、予算総則の弾力
条項を追加。

変 更 前 変 更 後（変更点に下線）

■収入支出予算の弾力条項

第４条 本機関は、会費の増加に伴い収入金
が予算額に比して増加するときは、その増
加する金額を限度として、当該業務に必要
な経費の支出に充てることができる。

■収入支出予算の弾力条項

第４条 本機関は、会費の増加に伴い収入金
が予算額に比して増加するときは、その増
加する金額を限度として、当該業務に必要
な経費の支出に充てることができる。

２ 本機関は、非化石証書売却収入及び受
取利息の増加に伴い収入金が予算額に比
して増加するときは、その増加する金額を限
度として、預り納付金等繰入に充てることが
できる。

３．本機関は、消費税の申告により納付額
が増加するときは、その増加する金額を限度
として、預り納付金等取崩収入を増額する
とともに、同額の租税公課予算を増額するこ
とができる。



3（参考） 会計整理変更に至った背景と変更点

◼ 広域機関では、2022年度からの再エネ関連業務等が開始され、兆円単位の多額の資金を扱うこととなった。
また、2024年度からは容量市場に係る資金の取り扱いも開始している。

◼ 2020年11月に公表された『検証ＷＧ取りまとめ』でも、広域機関にガバナンスの強化と会計の透明性向
上が求められた。

◼ そこで、2023年度決算から企業会計基準を導入し、更に、2024年度決算から外部会計監査を導入する
こととした（EY新日本有限責任監査法人と契約済み）。

◼ これらを踏まえ、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従いつつ、各種事業の性格に照らし広域
機関の経営成績をより適切に表示する会計整理とするべく改善検討を重ね、今般、2024年度決算に向
けて一部見直しを行うこととした。

背景

◼ 従来より、当機関が扱う多くの受託資金（会費収入による事業以外の、再エネ業務など独立した収支相償
業務）については、収入支出の発生や収支管理の枠組みが制度上他律的に決まり本機関には裁量がない
ことから、受託資金本体（納付金や拠出金収入、交付金交付等）の出入りは損益計算書(PL)や収入支
出予算・決算書には反映せず、６つの法定区分経理の下で、「預り納付金」等として個別管理している。

◼ ただし、それらに係る事務費や支払利息・手数料といった付帯費用や、運用利息などの付帯収入については、
本機関による効率化余地がないとはいえず、本機関の経営成績を反映するともいえ、今後は発生主義に基
づき費用／収益認識する（ただし、費用と収益は同額を計上することになり、損益は中立となり、会費等の
新たな財源を必要とするものでもない。次頁を参照）。

◼ 上記変更に加え、非化石証書収入や補助金収入など、本機関に裁量はないものの通常の企業会計で収
益計上している費目についてもPL等に計上する。

変更点



4（参考）会計整理変更のイメージとその影響

■ 本機関に裁量がなく、損益及び予算の対象外としていた非化石証書売却収入等を、会計の更なる

透明性向上の観点から企業会計基準に則った会計整理（PL反映）に変更。

■ 会計整理変更により収益と費用が計上されるため、計上額に見合った収支予算の確保が必要

（新たな財源確保を要するものではない）。

〇会計整理のイメージ
付帯収入を認識する際は、預り納付金へ同額を繰入れ、費用認識する。

〇予算規模の大幅な拡大（イメージ） 変更後

収入予算（498億円） 支出予算

　

　その他収入(330億円)

　

　預り納付金等繰入

　預り納付金等取崩収入(17億円) 　消費税納付額　支払利息

非化石証書売却収入

補助金収入

受取利息

支払利息

運営費

租税公課

会費収入

預り納付金等取崩収入

増加
348億円

変更前： 現預金 ●● ／ 預り納付金等 ●●

（資産） （負債）

変更後： 現預金 ●● ／ その他収入 ●●

（資産） （収益）

預り納付金等繰入 ●● ／ 預り納付金等 ●●

（費用） （負債）

予算外（預り納付金に係る取引）

交付金支出

収入予算(150億円） 支出予算

預り納付金等

（負債）

会費収入

預り納付金等取崩収入

支払利息

運営費

租税公課

再エネ納付金

非化石証書売却収入

減免補助金収入

受取利息


